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…
…
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…
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京
都
職
員
共
済
組
合
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二七

規

則

災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
十
八
号

災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
八
年
東
京
都
規
則
第
百
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
第
一
避
難
所
及
び
応
急
仮
設
住
宅
の
供
与
の
項
中
「
高
齢
者
、
障
害
者
等
（
以
下
「
高
齢
者

等
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
避
難
所
で
の
避
難
生
活
に
お
い
て
特
別
な
配
慮
を
必
要
と
す
る
も
の
に
供

与
す
る
」
を
「
法
第
二
条
第
二
項
に
基
づ
き
、
主
と
し
て
高
齢
者
、
障
害
者
、
乳
幼
児
そ
の
他
の
特
に

配
慮
を
要
す
る
者
を
滞
在
さ
せ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令

第
二
百
八
十
八
号
）
第
二
十
条
の
六
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
」
に
、

「
、
高
齢
者
等
」
を
「
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
」
に
改
め
、
同
表
被
災
者
の
救
出
の
項
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

福
祉
サ
ー
ビ
ス

の
提
供

一

災
害
に
よ
り
現
に
被

害
を
受
け
、
避
難
生
活

に
お
い
て
配
慮
を
必
要

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の

た
め
支
出
で
き
る
費
用
は
、

次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

福
祉
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
を
実
施

で
き
る
期
間
は
、
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と
す
る
高
齢
者
、
障
害

者
、
乳
幼
児
そ
の
他
の

者
（
以
下
「
災
害
時
要

配
慮
者
」
と
い
う
。
）

に
対
し
て
、
応
急
的
に

処
置
す
る
も
の
と
す
る
。

二

知
事
等
（
法
第
三
条

に
規
定
す
る
「
都
道
府

県
知
事
等
」
を
い

う
。
）
又
は
災
害
発
生

区
市
町
村
等
（
法
第
十

一
条
に
規
定
す
る
「
災

害
発
生
市
町
村
等
」
を

い
う
。
）
の
長
か
ら
の

要
請
を
受
け
て
行
う
も

の
と
す
る
。

三

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
は
、
次
の
範
囲
内
に

お
い
て
行
う
も
の
と
す

る
。

㈠

災
害
時
要
配
慮
者

に
関
す
る
情
報
の
把

握
㈡

災
害
時
要
配
慮
者

か
ら
の
相
談
対
応

㈢

災
害
時
要
配
慮
者

に
対
す
る
避
難
生
活

上
の
支
援

㈣

災
害
時
要
配
慮
者

の
避
難
所
へ
の
誘
導

㈤

福
祉
避
難
所
の
設

置
（
法
第
二
条
第
二

項
に
基
づ
き
設
置
す

る
場
合
を
除
く
。
）

る
。

一

災
害
時
要
配
慮
者
に

関
す
る
情
報
の
把
握
、

災
害
時
要
配
慮
者
か
ら

の
相
談
対
応
、
災
害
時

要
配
慮
者
に
対
す
る
避

難
生
活
上
の
支
援
及
び

災
害
時
要
配
慮
者
の
避

難
所
へ
の
誘
導
の
た
め

の
費
用
は
、
消
耗
器
材

費
又
は
器
物
の
使
用
謝

金
、
借
上
費
若
し
く
は

購
入
費
と
し
て
当
該
地

域
に
お
け
る
通
常
の
実

費
と
す
る
。

二

福
祉
避
難
所
の
設
置

の
た
め
の
費
用
は
、
消

耗
器
材
費
、
建
物
の
使

用
謝
金
、
器
物
の
使
用

謝
金
、
借
上
費
又
は
購

入
費
、
光
熱
水
費
並
び

に
仮
設
便
所
等
の
設
置

費
と
し
て
当
該
地
域
に

お
け
る
通
常
の
実
費
と

す
る
。

災
害
発
生
の
日

か
ら
七
日
以
内

と
す
る
。

別
表
第
一
救
助
の
た
め
の
輸
送
費
及
び
賃
金
職
員
等
雇
上
費
の
項
中
「
㈦
」
を
「
㈧
」
に
、
「
㈥
」

を
「
㈦
」
に
、
「
㈤
」
を
「
㈥
」
に
、
「
㈣

飲
料
水
の
供
給
」
を
「
㈣

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

㈤

炊
き
出
し
そ
の
他
に
よ
る
食
品
の
給
与
及
び
飲
料
水
の
供
給
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二

一
の
項
中
「
第
四
号
」
を
「
第
五
号
」
に
、
「
二
二
、
二
〇
〇
円
」
を
「
二
二
、
六
〇

〇
円
」
に
、
「
二
一
、
三
〇
〇
円
」
を
「
二
一
、
九
〇
〇
円
」
に
、

「
薬
剤
師

一
八
、
五
〇
〇
円

「
薬
剤
師

一
八
、
四
〇
〇
円
」
を

管
理
栄
養
士

一
七
、
六
〇
〇
円
」

に
、
「
一
七
、
三
〇
〇
円
」
を
「
一
八
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
一
四
、
二
〇
〇
円
」
を
「
一
五
、
一
〇

〇
円
」
に
改
め
、
「
臨
床
検
査
技
師
」
の
下
に
「
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
」
を
加
え
、
「
一

五
、
三
〇
〇
円
」
を
「
一
六
、
二
〇
〇
円
」
に
、
「
歯
科
衛
生
士
」
を
「
栄
養
士
、
歯
科
衛
生
士
及
び

歯
科
技
工
士
」
に
、
「
一
四
、
九
〇
〇
円
」
を
「
一
五
、
八
〇
〇
円
」
に
、
「
一
七
、
七
〇
〇
円
」
を

「
一
八
、
〇
〇
〇
円
」
に
、

「
介
護
福
祉
士

一
五
、
五
〇
〇
円

言
語
聴
覚
士
、
保
育

士
、
社
会
福
祉
士
、

介
護
支
援
専
門
員
、

精
神
保
健
福
祉
士
、

公
認
心
理
師
、
児
童

福
祉
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
百
六
十

四
号
）
第
二
十
四
条

の
二
十
六
第
二
項
に

規
定
す
る
指
定
障
害

児
相
談
支
援
又
は
障

害
者
の
日
常
生
活
及

び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
（
平
成
十
七

年
法
律
第
百
二
十
三

号
）
第
五
十
一
条
の

十
七
第
二
項
に
規
定

す
る
指
定
計
画
相
談

支
援
に
従
事
す
る
者

と
し
て
内
閣
府
令
で

定
め
る
者
、
土
木
技

術
者
及
び
建
築
技
術

者

一
七
、
六
〇
〇
円

」

「
土
木
技
術
者
及
び
建

築
技
術
者

一
六
、
六
〇
〇
円

」
を
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に
、
「
二
八
、
八
〇
〇
円
」
を
「
三
〇
、
四
〇
〇
円
」
に
、
「
三
〇
、
八
〇
〇
円
」
を
「
三
三
、
〇
〇

〇
円
」
に
、
「
三
一
、
二
〇
〇
円
」
を
「
三
二
、
九
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
二
の
項
中
「
第
四
条
第

五
号
か
ら
第
十
号
ま
で
」
を
「
第
四
条
第
六
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
表
二
の
項
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三

法
第
八
条
第
四
項
の
実
費
弁
償
は
、
救
助
の
種
類
ご
と
に
、
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
行
う
こ
と
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
規

定
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

特
別
区
の
消
防
団
員
服
制
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
十
九
号

特
別
区
の
消
防
団
員
服
制
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

特
別
区
の
消
防
団
員
服
制
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都
規
則
第
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中

「

ゴム長靴

製

式

銀
白
色
と
し
、
ひ
ざ
カ
バ
ー
及
び
踏
み
抜
き
防
止
鋼

板
付
き
と
す
る
。

」
を

「

ゴム長靴

製

式

全
体
を
黒
色
と
し
、
爪
先
ゴ
ム
、
背
テ
ー
プ
、
履
き

口
テ
ー
プ
部
を
金
色
と
す
る
。
フ
ァ
ス
ナ
付
き
、
鋼

製
先
芯
入
り
、
踏
み
抜
き
防
止
鋼
板
入
り
と
す
る
。

」
に
、

「

夏 服

上 衣

地

質

青
色
及
び
白
色
の
麻
混
紡
織
物
と
し
、
一
部
に
濃
紺

色
及
び
オ
レ
ン
ジ
色
を
配
色
す
る
。

を

製 式

襟

男
性
消
防
団
員
夏
服
と
同
様
と
す
る
。

前

面

長
袖
及
び
半
袖
と
し
、
と
も
に
ヨ
ー
ク
及
び
前
立
て

付
き
と
す
る
。
紺
色
の
ボ
タ
ン
を
一
列
に
付
け
る
。

胸
部
左
右
に
外
ひ
だ
蓋
付
き
の
ポ
ケ
ッ
ト
各
一
個
を

付
け
、
蓋
は
紺
色
の
ボ
タ
ン
各
一
個
で
留
め
る
。

襟

章

男
性
消
防
団
員
冬
服
と
同
様
と
す
る
。

ズボン

地

質

男
性
消
防
団
員
夏
帽
と
同
様
と
す
る
。

製

式

長
ズ
ボ
ン
と
し
、
両
も
も
部
及
び
両
側
後
方
に
ポ
ケ

ッ
ト
各
一
個
を
付
け
、
左
後
方
の
ポ
ケ
ッ
ト
は
紺
色

の
ボ
タ
ン
一
個
で
留
め
る
。

スカート

地

質

男
性
消
防
団
員
夏
帽
と
同
様
と
す
る
。

製

式

キ
ュ
ロ
ッ
ト
ス
カ
ー
ト
と
し
、
両
も
も
部
に
ポ
ケ
ッ

ト
各
一
個
を
付
け
る
。

ネク
タイ

色

灰
色
と
す
る
。

」

「

夏 服

上 衣

地

質

青
色
及
び
白
色
の
麻
混
紡
織
物
と
し
、
一
部
に
濃
紺

色
及
び
オ
レ
ン
ジ
色
を
配
色
す
る
。

に
改

製 式

襟

男
性
消
防
団
員
夏
服
と
同
様
と
す
る
。

前

面

長
袖
及
び
半
袖
と
し
、
と
も
に
ヨ
ー
ク
及
び
前
立
て

付
き
と
す
る
。
紺
色
の
ボ
タ
ン
を
一
列
に
付
け
る
。

胸
部
左
右
に
外
ひ
だ
蓋
付
き
の
ポ
ケ
ッ
ト
各
一
個
を

付
け
、
蓋
は
紺
色
の
ボ
タ
ン
各
一
個
で
留
め
る
。

襟

章

男
性
消
防
団
員
冬
服
と
同
様
と
す
る
。

ズボン

地

質

男
性
消
防
団
員
夏
帽
と
同
様
と
す
る
。

製

式

長
ズ
ボ
ン
と
し
、
両
も
も
部
及
び
両
側
後
方
に
ポ
ケ

ッ
ト
各
一
個
を
付
け
、
左
後
方
の
ポ
ケ
ッ
ト
は
紺
色

の
ボ
タ
ン
一
個
で
留
め
る
。

ネク
タイ

色

灰
色
と
す
る
。

」
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め
る
。

別
表
第
二
防
火
服
の
項
中

「
地

質

緑
色
及
び
濃
紺
色
の
難
燃
繊
維
と
す
る
。

を

製

式

一
枚
襟
バ
ン
ド
付
き
と
す
る
。
そ
で
は
ラ
グ
ラ
ン
型
と
し
、
肩
及
び
そ
の

前
後
に
耐
衝
撃
材
を
入
れ
る
。
前
合
わ
せ
は
、
面
フ
ァ
ス
ナ
と
し
、
左
右

わ
き
及
び
背
中
央
に
バ
ン
ド
通
し
各
一
個
を
付
け
、
バ
ン
ド
は
バ
ッ
ク
ル

付
き
と
す
る
。
左
右
側
方
及
び
左
胸
部
に
各
一
個
の
ふ
た
付
き
ポ
ケ
ッ
ト

を
付
け
る
。
背
面
に
特
別
区
の
消
防
団
を
表
す
表
記
を
上
段
に
「
Ｍ
Ｅ
Ｔ

Ｒ
Ｏ
Ｐ
Ｏ
Ｌ
Ｉ
Ｔ
Ａ
Ｎ
」
、
中
段
に
「
消
防
団
」
、
下
段
に
「
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ

Ｏ
」
を
黄
色
で
併
記
す
る
。

」

「
上 衣

地
質

濃
紺
色
の
難
燃
繊
維
と
す
る
。

に
改
め
る
。

製
式

一
枚
襟
バ
ン
ド
付
き
と
す
る
。
内
衣
を
設
け
、
袖
は
ラ
グ
ラ
ン
型
と
す

る
。
前
合
わ
せ
は
面
フ
ァ
ス
ナ
と
し
、
左
右
側
方
及
び
左
右
胸
部
に
各

一
個
の
蓋
付
き
ポ
ケ
ッ
ト
を
付
け
る
。
背
面
に
特
別
区
の
消
防
団
を
表

す
表
記
を
上
段
に
「
Ｍ
Ｅ
Ｔ
Ｒ
Ｏ
Ｐ
Ｏ
Ｌ
Ｉ
Ｔ
Ａ
Ｎ
」
、
中
段
に
「
消

防
団
」
、
下
段
に
「
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
」
を
銀
色
で
併
記
す
る
。

ズボン

地
質

防
火
服
上
衣
と
同
様
と
す
る
。

製
式

長
ズ
ボ
ン
と
し
、
内
衣
を
設
け
、
膝
部
に
膝
当
て
を
付
け
る
。
左
右
側

方
に
各
一
個
の
蓋
付
き
ポ
ケ
ッ
ト
を
付
け
る
。

」

別
図
中
十三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
特
別
区
の
消
防
団
員
服
制
規
則
の

規
定
に
よ
る
男
性
消
防
団
員
服
制
中
の
ゴ
ム
長
靴
並
び
に
女
性
消

防
団
員
服
制
中
の
夏
服
及
び
ゴ
ム
長
靴
並
び
に
防
火
服
中
の
防
火

服
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
百
七
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

江
戸
川
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
江
戸
川
第
二
・

二
・
九
十
号
一
之
江
六
丁
目
公
園

三

事
業
施
行
期
間

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
令
和
九
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

江
戸
川
区
一
之
江
六
丁
目
地
内

使
用
の
部
分

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
百
七
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

別
図
中
十八
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

江
戸
川
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
江
戸
川
第
二
・

二
・
八
十
九
号
南
篠
崎
一
丁
目
公
園

三

事
業
施
行
期
間

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
令
和
九
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

江
戸
川
区
南
篠
崎
一
丁
目
地
内

使
用
の
部
分

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
百
七
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
令
和
三
年
東
京
都
告
示
第
七
百
二
十
四
号
東
京

都
市
計
画
緑
地
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

江
戸
川
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
緑
地
事
業
第
十
三
号
江
戸

川
緑
地

三

事
業
施
行
期
間

令
和
三
年
五
月
十
四
日
か
ら
令
和
九
年
三

月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

令
和
三
年
東
京
都
告
示
第
七
百
二
十
四

号
、
令
和
六
年
東
京
都
告
示
第
百
十
四

号
及
び
令
和
七
年
東
京
都
告
示
第
二
百

五
十
五
号
の
事
業
地
の
う
ち
、
江
戸
川

区
江
戸
川
三
丁
目
及
び
江
戸
川
四
丁
目

各
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。

使
用
の
部
分

令
和
三
年
東
京
都
告
示
第
七
百
二
十
四

号
、
令
和
六
年
東
京
都
告
示
第
百
十
四

号
及
び
令
和
七
年
東
京
都
告
示
第
二
百

五
十
五
号
の
事
業
地
の
う
ち
、
江
戸
川

区
江
戸
川
三
丁
目
及
び
江
戸
川
四
丁
目

各
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
百
八
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
令
和
四
年
東
京
都
告
示
第
八
百
三
十
一
号
町
田

都
市
計
画
ご
み
処
理
場
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

町
田
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

町
田
都
市
計
画
ご
み
処
理
場
事
業

第
三

号
町
田
市
西
部
資
源
化
セ
ン
タ
ー

三

事
業
施
行
期
間

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日
か
ら
令
和
十
五

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

町
田
市
相
原
町
字
根
岸
及
び
字
大
谷
戸

各
地
内

使
用
の
部
分

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
百
八
十
一
号

次
の
一
般
都
営
住
宅
を
廃
止
し
た
の
で
、
東
京
都
営
住
宅
条
例

（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
百
八
十
二
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
都
営
住
宅
の
使
用
料
を
次
の

よ
う
に
変
更
し
、
令
和
八
年
三
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
同
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

東
砂
七
丁
目
第
２
ア
パ
ー
ト

（
３
号
棟
）

江
東
区
東
砂
七
丁
目
十
六
番

中
層
耐
火

五
一
・
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

四
二
戸

多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
和
田
団
地

（
３－

１－

８
号
棟
）

多
摩
市
和
田
三
丁
目
一
番
地

同
右

三
七
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル

五
〇
戸
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◉
東
京
都
告
示
第
百
八
十
三
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
及
び
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都

営
改
良
住
宅
の
使
用
料
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
、
令
和
八
年
三
月
一

日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
百
八
十
四
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

九
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

駐
車
場
の
区
画
数
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
の
で
、
第
九
十
三
条
に

お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

区
画
数

谷
在
家
ア
パ
ー
ト
駐
車
場

足
立
区
谷
在
家
三
丁
目

二
十
二
番

四
〇
区
画

下
石
原
第
２
ア
パ
ー
ト
駐

車
場

調
布
市
下
石
原
一
丁
目

十
六
番
地

六
一
区
画

◉
東
京
都
告
示
第
百
八
十
五
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
新
宿
区
若
松
町

地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
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◉
東
京
都
告
示
第
百
八
十
六
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
江
東
区
亀
戸
五

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
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◉
東
京
都
告
示
第
百
八
十
七
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
七
年
東
京
都
告
示
第
九
百
六
十
四
号

に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
品
川
区
西
五
反
田

二
丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去



（第18495号）東 京 都 公 報令和8年2月27日（金曜日）１３

◉
東
京
都
告
示
第
百
八
十
八
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、

当
該
汚
染
に
よ
る
人
の
健
康
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
当
該
汚

染
の
除
去
、
当
該
汚
染
の
拡
散
の
防
止
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ

と
が
必
要
な
区
域
（
以
下
「
要
措
置
区
域
」
と
い
う
。
）
を
指
定
す

る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

要
措
置
区
域

別
図
の
と
お
り
（
多
摩
市
大
字
和
田
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

ひ

害
物
質
の
種
類

砒
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

当
該
要
措
置
区
域
に
お
い
て
講
ず
べ
き
指
示
措
置

地
下
水
の

水
質
の
測
定



令和8年2月27日（金曜日）東 京 都 公 報（第18495号） １４

◉
東
京
都
告
示
第
百
八
十
九
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
多
摩
市
大
字
和

田
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン



（第18495号）東 京 都 公 報令和8年2月27日（金曜日）１５

◉
東
京
都
告
示
第
百
九
十
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
六
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
八
年
東
京
都
告
示
第
三
十
九
号
に
よ
り

指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示

す
る
。令

和
八
年
二
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
立
川
市
錦
町
一
丁

目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去



令和8年2月27日（金曜日）東 京 都 公 報（第18495号） １６

◉
東
京
都
告
示
第
百
九
十
一
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律

第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整

備
す
べ
き
道
路
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

都
道
杉
並
田
無
線

二

指
定
す
る
区
間

練
馬
区
下
石
神
井
四
丁
目
百
二
十
番
七
地
先

か
ら
同
区
下
石
神
井
五
丁
目
四
百
十
三
番
三

地
先
ま
で

三

指
定
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り



（第18495号）東 京 都 公 報令和8年2月27日（金曜日）１７



令和8年2月27日（金曜日）東 京 都 公 報（第18495号） １８
◉
東
京
都
告
示
第
百
九
十
二
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律

第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整

備
す
べ
き
道
路
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

都
道
杉
並
田
無
線

二

指
定
す
る
区
間

練
馬
区
石
神
井
台
四
丁
目
七
百
九
十
一
番
一

地
先
か
ら
西
東
京
市
富
士
町
四
丁
目
八
百
二

番
六
地
先
ま
で

三

指
定
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り



（第18495号）東 京 都 公 報令和8年2月27日（金曜日）１９



令和8年2月27日（金曜日）東 京 都 公 報（第18495号） ２０

告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六

条
第
一
項
（
同
法
第
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称

等
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会



（第18495号）東 京 都 公 報令和8年2月27日（金曜日）２１

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会



令和8年2月27日（金曜日）東 京 都 公 報（第18495号） ２２



（第18495号）東 京 都 公 報令和8年2月27日（金曜日）２３



令和8年2月27日（金曜日）東 京 都 公 報（第18495号） ２４

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
公

表
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会



（第18495号）東 京 都 公 報令和8年2月27日（金曜日）２５
◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称

等
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会



令和8年2月27日（金曜日）東 京 都 公 報（第18495号） ２６
◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の

異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会



（第18495号）東 京 都 公 報令和8年2月27日（金曜日）２７
◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

雑

報

東
京
都
職
員
共
済
組
合
組
合
会
の
招
集
に
つ
い
て

令
和
七
年
度
第
二
回
東
京
都
職
員
共
済
組
合
組
合
会
を
次
の
と
お

り
招
集
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長

栗

岡

祥

一

一

日
時

令
和
八
年
三
月
二
十
六
日

午
後
一
時
四
十
分

二

場
所

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
庁
第
一
本

庁
舎
北
塔
三
十
七
階

職
員
共
済
組
合
大
会
議
室

三

議
事

第
一
号
議
案

令
和
八
年
度
事
業
計
画
及
び
予
算

（
案
）
に
つ
い
て

第
二
号
議
案

東
京
都
職
員
共
済
組
合
定
款
の
一
部
変

更
に
つ
い
て



令和8年2月27日（金曜日）東 京 都 公 報（第18495号） ２８
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